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１．定款施行細則の改定 
 
２．2021 年度 安全工学会学会賞 
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１．定款施行細則の改定 

50



 

定款施行細則に以下の不備がありましたので訂正いたしました（第 304 回理事

会議事録参照議事録）。 

 

 

定款施行細則第 9.10 条の文言を以下のように修正することが確認された。 

誤：「第 9.10 条 対象年度から 10 年間遡った期間内に～」 

正：「第 9.10 条 学術技術奨励賞は、対象年度から 10 年間遡った期間内に～」 
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規程類改訂履歴
安全工学会

規程名

制定日

改定日 改　訂　内　容 証　　　左 施行日 備　考

H18.5.23
第4.5条、第4.5条の2、第6.3条、第6.5条、
第6.6条および第7.1条を改正

H18.5.23

H25.5.22 定款改定に基づき内容改訂 H25.5.22

細則改訂は理事会決議で可

H25.11.19

第3.3条　「役員推薦委員長、委員は次期
役員候補者になれない」を委員長のみと
して委員の役員就任は可とする。

第267回理事
会議事録

H25.11.19

H27.5.14
第9章学会賞における玉置功労賞・北川
学術賞の位置づけ見直し。複数受賞条件
緩和

第274回理事
会議事録

H27.5.14
H27年総会
にて報告

R1.11.13
第9章、従来の奨励賞を見直し、優秀･学
生講演賞、及び学術技術奨励賞に分割
し、２賞を創設した

第294回理事
会議事録

R1.11.13
R2第16回総
会にて報告

R4.3.1
9.5条、9.10条に「学術技術奨励賞は」の文
言を付加

第304回理事
会議事録

R4.3.9

H25年総会
議事録

００２　定款細則

平成17年5月25日
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